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(57)【要約】
【課題】撮像部位によらずユーザがより観察しやすいプ
リフリーズ機能を有する内視鏡システムを提供すること
。
【解決手段】被検体内に挿入されて被検体画像を撮像す
る撮像部と、前記被検体内において前記撮像部が撮像す
る撮像部位を特定する部位特定部と、ユーザにより所定
の入力が行われた入力時点を含んで前後に撮像された前
記被検体画像のうち、前記部位特定部により特定された
前記撮像部位に応じて定まる枚数の参照画像から、ブレ
の少ない前記被検体画像を選択する画像選択部と、を備
える。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　被検体内に挿入されて被検体画像を撮像する撮像部と、
　前記被検体内において前記撮像部が撮像する撮像部位を特定する部位特定部と、
　ユーザにより所定の入力が行われた入力時点を含んで前後に撮像された前記被検体画像
のうち、前記部位特定部により特定された前記撮像部位に応じて定まる枚数の参照画像か
ら、ブレの少ない前記被検体画像を選択する画像選択部と、
　を備えることを特徴とする内視鏡システム。
【請求項２】
　前記部位特定部により特定された前記撮像部位に応じて定まる枚数の前記参照画像を設
定する参照画像設定部と、
　前記参照画像からブレの少ない前記被検体画像を判定する画像判定部と、
　を有することを特徴とする請求項１に記載の内視鏡システム。
【請求項３】
　前記参照画像設定部は、前記部位特定部により特定された前記撮像部位の動きの特性に
応じて、前記参照画像の枚数を変更することを特徴とする請求項２に記載の内視鏡システ
ム。
【請求項４】
　前記参照画像設定部は、前記部位特定部により特定された前記撮像部位が、動きが多い
部位の場合に、動きが少ない部位の場合よりも、前記参照画像の枚数を増大させることを
特徴とする請求項３に記載の内視鏡システム。
【請求項５】
　前記撮像部位に照明光を照射する照明部と、
　前記部位特定部により特定された前記撮像部位の特性に応じて、前記照明部に供給する
光量又は調光速度を制御する光源制御部と、
　を備えることを特徴とする請求項１～４のいずれか１つに記載の内視鏡システム。
【請求項６】
　前記光源制御部は、前記部位特定部により特定された前記撮像部位が、腔の径が大きい
部位の場合に、腔の径が小さい部位の場合よりも、前記照明部に供給する光量を増大させ
ることを特徴とする請求項５に記載の内視鏡システム。
【請求項７】
　前記光源制御部は、前記部位特定部により特定された前記撮像部位が、動きが多い部位
の場合に、動きが少ない部位の場合よりも、前記照明部に供給する前記照明光の調光速度
を遅くすることを特徴とする請求項５又は６に記載の内視鏡システム。
【請求項８】
　前記撮像部位の動きの特性に応じて、前記画像選択部が選択した画像の画像処理を行う
画像処理部を備え、
　前記画像処理部は、前記光源制御部が前記照明部に供給する前記照明光の種類に応じて
、前記画像選択部が選択した画像の画像処理を行うことを特徴とする請求項５～７のいず
れか１つに記載の内視鏡システム。
【請求項９】
　前記部位特定部は、内視鏡の前記被検体内に挿入された部分の長さを用いて前記撮像部
位を特定することを特徴とする請求項１～８のいずれか１つに記載の内視鏡システム。
【請求項１０】
　前記部位特定部は、前記内視鏡の前記被検体内に挿入された部分の形状を用いて前記撮
像部位を特定することを特徴とする請求項９に記載の内視鏡システム。
【請求項１１】
　前記部位特定部は、前記被検体の年齢、性別、身長、体重のうち、少なくとも１つを含
む被検体情報を用いて前記撮像部位を特定することを特徴とする請求項９又は１０に記載
の内視鏡システム。
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【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、内視鏡システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、医療分野において、患者等の被検体の体内に挿入されて被検体内の臓器等を撮像
して表示する内視鏡システムが用いられる。この内視鏡システムでは、表示装置が被検体
画像をライブ表示している最中にユーザが所望のタイミングの画像を指定して表示させる
フリーズ機能を有するものが知られている。さらに、常に一定期間の被検体画像を一時記
録しておき、ユーザがフリーズスイッチを押した時点で一時記録されている画像から最も
ブレが少ない画像を選択するプリフリーズ機能を有するものも知られている。
【０００３】
　被検体内は、撮像部位に応じて色調が異なっており、撮像部位の違いを考慮せずに撮像
を行うと、ユーザにとって必ずしも観察しやすいとは言い難い。この問題を解決するため
に、例えば特許文献１には、内視鏡の撮像部位の色調に応じて、内視鏡で撮像した被検体
画像の画像処理に用いるパラメータを変更する技術が開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１２－７０９３７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　ところで、食道や胃の上部等は、被検体の拍動や呼吸動等の動きの影響を受け易く、動
きが多い部位である。このような動きが多い部位の被検体画像をフリーズ表示させる場合
、上述したプリフリーズ機能を用いても、画像のブレを十分に低減させることができない
場合があった。
【０００６】
　本発明は、上記に鑑みてなされたものであって、撮像部位によらずユーザがより観察し
やすいプリフリーズ機能を有する内視鏡システムを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上述した課題を解決し、目的を達成するために、本発明の一態様に係る内視鏡システム
は、被検体内に挿入されて被検体画像を撮像する撮像部と、前記被検体内において前記撮
像部が撮像する撮像部位を特定する部位特定部と、ユーザにより所定の入力が行われた入
力時点を含んで前後に撮像された前記被検体画像のうち、前記部位特定部により特定され
た前記撮像部位に応じて定まる枚数の参照画像から、ブレの少ない前記被検体画像を選択
する画像選択部と、を備えることを特徴とする。
【０００８】
　また、本発明の一態様に係る内視鏡システムは、前記部位特定部により特定された前記
撮像部位に応じて定まる枚数の前記参照画像を設定する参照画像設定部と、前記参照画像
からブレの少ない前記被検体画像を判定する画像判定部と、を有することを特徴とする。
【０００９】
　また、本発明の一態様に係る内視鏡システムは、前記参照画像設定部は、前記部位特定
部により特定された前記撮像部位の動きの特性に応じて、前記参照画像の枚数を変更する
ことを特徴とする。
【００１０】
　また、本発明の一態様に係る内視鏡システムは、前記参照画像設定部は、前記部位特定
部により特定された前記撮像部位が、動きが多い部位の場合に、動きが少ない部位の場合
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よりも、前記参照画像の枚数を増大させることを特徴とする。
【００１１】
　また、本発明の一態様に係る内視鏡システムは、前記撮像部位に照明光を照射する照明
部と、前記部位特定部により特定された前記撮像部位の特性に応じて、前記照明部に供給
する光量又は調光速度を制御する光源制御部と、を備えることを特徴とする。
【００１２】
　また、本発明の一態様に係る内視鏡システムは、前記光源制御部は、前記部位特定部に
より特定された前記撮像部位が、腔の径が大きい部位の場合に、腔の径が小さい部位の場
合よりも、前記照明部に供給する光量を増大させることを特徴とする。
【００１３】
　また、本発明の一態様に係る内視鏡システムは、前記光源制御部は、前記部位特定部に
より特定された前記撮像部位が、動きが多い部位の場合に、動きが少ない部位の場合より
も、前記照明部に供給する前記照明光の調光速度を遅くすることを特徴とする。
【００１４】
　また、本発明の一態様に係る内視鏡システムは、前記撮像部位の動きの特性に応じて、
前記画像選択部が選択した画像の画像処理を行う画像処理部を備え、前記画像処理部は、
前記光源制御部が前記照明部に供給する前記照明光の種類に応じて、前記画像選択部が選
択した画像の画像処理を行うことを特徴とする。
【００１５】
　また、本発明の一態様に係る内視鏡システムは、前記部位特定部は、内視鏡の前記被検
体内に挿入された部分の長さを用いて前記撮像部位を特定することを特徴とする。
【００１６】
　また、本発明の一態様に係る内視鏡システムは、前記部位特定部は、前記内視鏡の前記
被検体内に挿入された部分の形状を用いて前記撮像部位を特定することを特徴とする。
【００１７】
　また、本発明の一態様に係る内視鏡システムは、前記部位特定部は、前記被検体の年齢
、性別、身長、体重のうち、少なくとも１つを含む被検体情報を用いて前記撮像部位を特
定することを特徴とする。
【発明の効果】
【００１８】
　本発明によれば、撮像部位によらずユーザがより観察しやすいプリフリーズ機能を有す
る内視鏡システムを実現することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１９】
【図１】図１は、本発明の実施の形態に係る内視鏡システムを用いて被検体を診断する様
子を表す模式図である。
【図２】図２は、本発明の実施の形態に係る内視鏡システムの概略構成を示すブロック図
である。
【図３】図３は、実施の形態の変形例１に係る内視鏡システムの概略構成を示すブロック
図である。
【図４】図４は、実施の形態の変形例２に係る内視鏡システムの制御に用いるパラメータ
を表す図である。
【発明を実施するための形態】
【００２０】
　以下に、図面を参照して本発明に係る内視鏡システムの実施の形態を説明する。なお、
これらの実施の形態により本発明が限定されるものではない。本発明は、プリフリーズ機
能を有する一般の内視鏡システムに適用することができる。
【００２１】
　また、図面の記載において、同一又は対応する要素には適宜同一の符号を付している。
また、図面は模式的なものであり、各要素の寸法の関係、各要素の比率などは、現実と異
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なる場合があることに留意する必要がある。図面の相互間においても、互いの寸法の関係
や比率が異なる部分が含まれている場合がある。
【００２２】
（実施の形態）
　図１は、本発明の実施の形態に係る内視鏡システムを用いて被検体を診断する様子を表
す模式図である。図２は、本発明の実施の形態に係る内視鏡システムの概略構成を示すブ
ロック図である。
【００２３】
　図１及び図２に示す内視鏡システム１は、被検体２の体内に先端部を挿入することによ
って被検体画像を撮像する内視鏡３と、内視鏡３の先端から出射する照明光を発生する光
源装置４と、内視鏡３が撮像した被検体画像に所定の信号処理を施すとともに、内視鏡シ
ステム１全体の動作を統括的に制御する処理装置５と、処理装置５の信号処理により生成
された被検体画像を表示する表示装置６と、内視鏡３の被検体２の体内に挿入された部分
の長さ（挿入長）や被検体２の体内に挿入された部分の形状（挿入形状）を観測する観測
装置７と、観測装置７が挿入長及び挿入形状を観測する際に用いられるマーカ８と、被検
体２の情報等を処理装置５に入力する入力装置９と、を備える。
【００２４】
　内視鏡３は、操作部３ａと、撮像部３ｂと、照明部３ｃとを有する。操作部３ａは、ユ
ーザが所望のタイミングの画像をフリーズ表示させるためのフリーズスイッチを含んで構
成される。ユーザがフリーズスイッチを押すと、制御信号が処理装置５の通信部５ａに入
力される。撮像部３ｂは、レンズ及び撮像素子を有し、被検体２の体内に挿入されて被検
体画像を撮像する。撮像された被検体画像は、処理装置５の記録部５ｄに入力される。照
明部３ｃは、撮像部３ｂにより撮像される部位（撮像部位）に光源装置４から供給される
照明光を照射する。また、内視鏡３の挿入部分には、長手方向に沿って先端部までの全長
にわたって、所定の間隔毎に複数（例えば数十個）の発信器が取り付けられている。発信
器は、例えば磁気コイルであって、電流により交流磁界を発生することにより、その位置
情報を観測装置７に発信する。
【００２５】
　光源装置４は、光源部４ａと、光源制御部４ｂと、を備える。光源部４ａは、光源制御
部４ｂの制御のもと、照明光を内視鏡３の照明部３ｃに出射する。光源制御部４ｂは、処
理装置５の制御部５ｃからの制御信号に基づいて、光源部４ａが出射する照明光の光量を
制御する。また、内視鏡システム１は、撮像された被検体画像の明るさに応じて、制御部
５ｃが適宜制御信号を調整し、光源制御部４ｂが光源部４ａに出射させる照明光の光量を
調整する調光機能を有する。
【００２６】
　光源装置４が出射する照明光は、例えば順次切り替えて出射される赤色光（Ｒ）、緑色
光（Ｇ）及び青色光（Ｂ）である。この場合、内視鏡システム１は、各色の照明光で撮像
された被検体画像を合成処理し、擬似的に白色光による観察を行う面順次方式で制御され
る。さらに、光源装置４が出射する照明光は、入力装置９から通信部５ａに所定の入力が
行われることによって、所定の波長帯域の緑色光（Ｇ）及び青色光（Ｂ）のみを出射する
ＮＢＩ（狭帯域光観察：Ｎａｒｒｏｗ　Ｂａｎｄ　Ｉｍａｇｉｎｇ）に変更することがで
きる。ただし、光源装置４が出射する照明光は、これに限られず、白色ＬＥＤでもよい。
また、内視鏡システム１は、ＡＦＩ（蛍光観察：Ａｕｔｏ　Ｆｌｕｏｒｅｓｃｅｎｃｅ　
Ｉｍａｇｉｎｇ）、ＩＲＩ（赤外光観察：ＩｎｆｒａＲｅｄ　Ｉｍａｇｉｎｇ）で観察す
る機能を有していてもよい。
【００２７】
　処理装置５は、通信部５ａと、部位特定部５ｂと、制御部５ｃと、記録部５ｄと、画像
処理部５ｅと、を備える。
【００２８】
　通信部５ａは、内視鏡システム１の動作を指示する動作指示信号等の各種信号の入力を
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受け付け、部位特定部５ｂや制御部５ｃに送信する。
【００２９】
　部位特定部５ｂは、通信部５ａに入力された情報から、被検体２の体内において内視鏡
３の撮像部３ｂが撮像する撮像部位を特定する。部位特定部５ｂは、例えば入力装置９か
ら入力された被検体２の情報と、観測装置７の挿入長観測部７ａが観測した挿入長とを用
いて撮像部位を特定する。はじめに、部位特定部５ｂは、記録部５ｄに記録された年齢、
性別、身長、体重毎の平均的な各臓器の長さのテーブルを読み出す。次に、このテーブル
と実際の被検体情報とから、被検体２の各臓器の長さを推定する。そして、被検体２の各
臓器の長さと挿入長とを比較し、現在の撮像部位を特定する。なお、部位特定部５ｂの撮
像部位の特定は、胃、食道、空腸といった臓器毎でもよいが、例えば胃の上部、下部を分
けて特定するなど更に細かい設定としてもよい。
【００３０】
　制御部５ｃは、ＣＰＵ（Ｃｅｎｔｒａｌ　Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ　Ｕｎｉｔ）等を用い
て構成され、画像処理部５ｅ及び光源装置４を含む各構成部の駆動制御、及び各構成部に
対する情報の入出力制御等を行う。また、制御部５ｃは、記録部５ｄに記録されている撮
像制御のための制御情報データを参照する。制御部５ｃは、通信部５ａを介して操作部３
ａのフリーズスイッチから制御信号が入力されたタイミングを入力時点として設定する。
【００３１】
　記録部５ｄは、フラッシュメモリやＤＲＡＭ（Ｄｙｎａｍｉｃ　Ｒａｎｄｏｍ　Ａｃｃ
ｅｓｓ　Ｍｅｍｏｒｙ）等の半導体メモリを用いて実現される。記録部５ｄは、内視鏡シ
ステム１を動作させるための各種プログラム、及び内視鏡システム１の動作に必要な各種
パラメータ等を含むデータを記録する。また、記録部５ｄは、内視鏡３が撮像した被検体
画像のうち、最新の所定の枚数の被検体画像を一時的に記録するバッファ５ｄａを有する
。バッファ５ｄａは、例えばリングバッファを用いて実現され、所定の枚数の被検体画像
を記憶して容量が一杯になると、最も古い被検体画像を最新の被検体画像で上書きするこ
とで、最新の被検体画像を時系列順に記録する。このバッファ５ｄａに記録された被検体
画像の枚数は、例えば６０枚であり、フレームレートが６０ｆｐｓである場合、バッファ
５ｄａには最新の１秒間の被検体画像が順次記録されている。
【００３２】
　画像処理部５ｅは、画像選択部５ｅａと、後処理部５ｅｂと、を有する。画像処理部５
ｅは、被検体画像をライブ表示させる場合、入力された画像に適宜画像処理を行い、表示
装置６に出力（出力Ｏ１）する。
【００３３】
　画像選択部５ｅａは、参照画像設定部１０と、画像判定部１１と、を有する。画像選択
部５ｅａは、フリーズスイッチからの入力により制御部５ｃが設定した入力時点を基準と
して、バッファ５ｄａに記録された被検体画像から、部位特定部５ｂが特定した撮像部位
の動きの特性に応じて、ブレの少ない被検体画像を選択する。
【００３４】
　参照画像設定部１０は、記録部５ｄに記録された被検体画像から参照画像を設定する。
参照画像設定部１０は、部位特定部５ｂが特定した撮像部位が、動きが多い部位でない場
合、例えばバッファ５ｄａに記録された被検体画像のうち、入力時点の直前の１８枚の被
検体画像を参照画像として設定する。一方、参照画像設定部１０は、部位特定部５ｂが特
定した撮像部位が、動きが多い部位である場合、参照画像の枚数を増大させ、例えば６０
枚にする。
【００３５】
　画像判定部１１は、参照画像からブレの少ない被検体画像を判定する機能を有する。こ
の判定は、例えば時間的に前後の参照画像を比較し、前後の参照画像との画像の差異が最
も少ない被検体画像を抽出することにより行われる。
【００３６】
　後処理部５ｅｂは、画像選択部５ｅａにより選択された画像に対し、階調変換処理、色
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変換処理、輪郭強調処理等を施す。そして、後処理部５ｅｂは、処理後の画像信号を表示
装置６に出力（出力Ｏ２）する。すなわち、画像選択部５ｅａと後処理部５ｅｂとにより
、ユーザの所望の時点の被検体画像が表示装置６にフリーズ表示されるプリフリーズ機能
が実現される。また、後処理部５ｅｂは、処理後の画像信号を記録部５ｄに出力し、記録
部５ｄは、この被検体画像を記録する。そして、ユーザは、記録部５ｄに記録された被検
体画像を診断用等に保存しておくことができる。
【００３７】
　表示装置６は、映像ケーブルを介して処理装置５が生成した映像信号に対応する被検体
画像を受信して表示する。表示装置６は、液晶又は有機ＥＬ（Ｅｌｅｃｔｒｏ　Ｌｕｍｉ
ｎｅｓｃｅｎｃｅ）等のモニタを用いて構成される。
【００３８】
　観測装置７は、挿入長観測部７ａと、挿入形状観測部７ｂと、を有する。観測装置７は
、アンテナによりマーカ８及び内視鏡３の挿入部分に沿って配設された複数の発信器から
発信された磁界を検出し、各発信器の位置情報を検出する。挿入長観測部７ａは、アンテ
ナが検出したマーカ８の位置情報と内視鏡３の各発信器の位置情報との位置関係から挿入
長を観測する。挿入形状観測部７ｂは、アンテナが検出したマーカ８の位置情報と内視鏡
３の各発信器の位置情報との位置関係から挿入形状を観測する。
【００３９】
　マーカ８は、例えばマウスピースに発信器が取り付けられた構成であり、被検体２の口
に装着される。発信器は、例えば磁気コイルであって、電流により交流磁界を発生するこ
とにより、マーカ８自体の位置情報を観測装置７に発信する。
【００４０】
　入力装置９は、キーボード、トラックボール等を含んで構成される。入力装置９は、キ
ーボードを介して、被検体の年齢、性別、身長、体重等を含む被検体情報等を処理装置５
の通信部５ａに入力する。
【００４１】
　ここで、内視鏡システム１では、上述したように撮像部位の動きの特性に応じて、参照
画像設定部１０が設定する参照画像の枚数を変更する。
【００４２】
　例えば、具体的には、被検体２の拍動や呼吸動の影響を受けやすく、動きが多い食道や
胃の上部が撮像部位である場合、制御部５ｃは、参照画像を初期値の１８枚から６０枚に
増大させる。すると、多数の被検体画像から表示装置６に表示する画像を選択するため、
よりブレの少ない被検体画像を選択することができる。
【００４３】
　また、例えばフレームレートが６０ｆｐｓである場合、初期状態において、入力時点の
直前の０．３秒間の被検体画像が参照画像として設定されていることになる。一方、参照
画像の枚数を増やすと、入力時点の直前の１秒間の被検体画像が参照画像として設定され
ることになる。ここで、拍動や呼吸動は、定期的な間隔で生じるため、各拍動間又は各呼
吸動間には、その動きが撮像部位にほとんど影響を与えないタイミングがある。特に拍動
は通常１秒弱の間隔で生じるため、参照画像の枚数を増大させて１秒間に撮像された被検
体画像から画像を選択することによって、画像判定部１１は、拍動の影響をほとんど受け
ていない被検体画像を選択することができる。
【００４４】
　従って、内視鏡システム１を用いると、ユーザはブレの少ない被検体画像を観察するこ
とができるため、内視鏡システム１は、撮像部位によらずユーザがより観察しやすいプリ
フリーズ機能を有する内視鏡システムである。
【００４５】
　一方で、被検体２の拍動や呼吸動の影響が少なく、動きが少ない部位が撮像部位である
場合、参照画像の枚数は少ないことが好ましい。これは、参照画像の枚数が多いと、ユー
ザがフリーズスイッチを押した瞬間の被検体画像が表示装置６に表示されず、ユーザの操
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作性が劣化するためである。例えば、参照画像の枚数が６０枚である場合、ユーザがフリ
ーズスイッチを押した瞬間の最長１秒前の被検体画像が表示装置６に表示されることとな
り、ユーザの操作性が劣化する。そのため、制御部５ｃは、撮像部位が、動きが少ない部
位である場合には、参照画像の枚数を初期値の１８枚に設定するよう制御する。その結果
、内視鏡システム１は、ユーザの操作性がよく、撮像部位によらずユーザがより観察しや
すいプリフリーズ機能を有する内視鏡システムである。
【００４６】
　なお、本実施の形態では、参照画像の枚数を変更することによって、より長期間の被検
体画像を参照し、拍動の影響をほとんど受けない画像を選択する構成であるが、これに限
られない。例えば、撮像部位が動きが多い部位である場合に、参照画像の枚数は、初期値
の１８枚のままとし、最新の被検体画像から時系列順に所定の枚数毎（例えば１枚置き、
２枚置き等）の画像を参照画像として設定することで、拍動の影響をほとんど受けない画
像を選択しやすい構成とすることができる。
【００４７】
　また、上記の実施の形態では、入力時点の直前の所定の枚数（例えば１８枚）の被検体
画像を参照画像として設定したが、これに限られない。例えば、入力時点の前後のそれぞ
れ所定の枚数（例えば９枚ずつ）の被検体画像を参照画像として設定する構成であってよ
い。このように、参照画像は、入力時点を含んで任意に設定することができる。
【００４８】
（変形例１）
　次に、実施の形態の変形例１に係る内視鏡システムについて説明する。図３は、実施の
形態の変形例１に係る内視鏡システムの概略構成を示すブロック図である。変形例１の内
視鏡システム１は、処理装置５Ａを除いて実施の形態の内視鏡システム１と同一の構成を
備えるので、適宜説明を省略する。
【００４９】
　処理装置５Ａにおいて、内視鏡３の撮像部３ｂから入力された被検体画像は、記録部５
ｄのバッファ５ｄａに入力される。参照画像設定部１０は、制御部５ｃからの制御信号に
より、バッファ５ｄａが入力された被検体画像のうち何枚を記録するかを参照画像として
設定する。バッファ５ｄａに記録される参照画像は、例えば入力時点の直前の１８枚であ
る。一方、参照画像設定部１０は、部位特定部５ｂが特定した撮像部位が、動きが多い部
位である場合、参照画像の枚数を増大させ、例えば６０枚にする。
【００５０】
　バッファ５ｄａは、実施の形態と同様にリングバッファである。バッファ５ｄａは、記
録された全ての被検体画像である参照画像を画像判定部１１に送信する。画像選択部５ｅ
ａの画像判定部１１は、バッファ５ｄａから入力された参照画像からブレの少ない被検体
画像を選択する。
【００５１】
　ここで、撮像部位が食道などの動きが多い部位である場合、参照画像設定部１０は参照
画像の枚数を初期値の１８枚から増大させる。すると、実施の形態で説明したのと同様の
理由によって、ブレの少ない被検体画像を選択することができる。また、実施の形態と同
様に、撮像部位が、動きが少ない部位の場合、参照画像の枚数を少なく設定するため、変
形例１に係る内視鏡システム１は、ユーザの操作性が良好な内視鏡システムである。
【００５２】
（変形例２）
　次に、実施の形態の変形例２に係る内視鏡システムについて説明する。変形例２の内視
鏡システム１の構成は、制御部５ｃにおける制御に用いるパラメータを除いて、実施の形
態と同一であってよいので、適宜説明を省略する。
【００５３】
　図４は、実施の形態の変形例２に係る内視鏡システムの制御に用いるパラメータを表す
図である。変形例２に係る内視鏡システム１では、図４に示すように、撮像部位毎に処理



(9) JP 2017-12676 A 2017.1.19

10

20

30

40

50

装置５の制御部５ｃにおいて制御に用いるパラメータを変更する。
【００５４】
　変形例２の内視鏡システム１においても、参照画像の枚数を撮像部位に応じて変更する
。実施の形態で説明したのと同様に、動きが少ない空腸では、参照画像の枚数を初期値の
１８枚とし、動きが多い食道では、参照画像の枚数を６０枚に増大させる。また、食道の
次に動きが多い胃では、フリーズ表示させる被検体画像のブレを減らすとともに、ユーザ
の操作性を劣化させないため、参照画像の枚数を３０枚とした。このように、参照画像の
枚数は撮像部位に応じて、任意に設定することができる。また、参照画像の枚数は、図４
の値に限られず、ユーザが好みの操作性に合わせて設定する構成としてもよい。この場合
、ユーザは、所望の参照画像の枚数を入力装置９から入力する。
【００５５】
　図４において、調光速度とは、制御部５ｃが撮像された被検体画像の明るさに応じて、
光源装置４に出射させる光量を調整する調光機能の速度を指す。動きが多い食道では、調
光速度が速過ぎると、臓器が動くたびに光量が変化し、かえって観察しづらくなる。その
ため、動きが多い食道では調光速度を遅くするように制御部５ｃの制御に用いるパラメー
タを変更する。一方、動きが少ない胃、空腸では、調光速度が速い方がユーザの操作性が
向上する。そのため、胃、空腸では、制御部５ｃによる調光速度を普通の値に設定する。
【００５６】
　図４において、光量とは、光源装置４から内視鏡３の照明部３ｃに供給する光量を指す
。胃は腔の径が大きいため、光量が高い方が観察しやすくなる。そのため、胃では光量を
高くするように制御部５ｃの制御に用いるパラメータを変更する。一方、その他の臓器を
観察する場合には、光量を普通の値に設定するように制御部５ｃの制御に用いるパラメー
タを変更する。このように、内視鏡システム１は、撮像部位の形状の特性に応じて、制御
に用いるパラメータを変更する構成であってもよい。
【００５７】
　以上説明したように本変形例２に係る内視鏡システム１は、撮像部位によらずユーザが
より観察しやすいプリフリーズ機能を有する内視鏡システムである。
【００５８】
（変形例３）
　次に、実施の形態の変形例３に係る内視鏡システムについて説明する。変形例３に係る
内視鏡システムの構成は、実施の形態と同一であってよいので、適宜説明を省略する。
【００５９】
　変形例３に係る内視鏡システム１では、撮像部位の動きの特性に応じて、参照画像の枚
数を変更するだけでなく、光源装置４から内視鏡３の照明部３ｃに供給される照明光の種
類に応じて、制御部５ｃにおける制御に用いるパラメータが変更される。上述したように
内視鏡システム１では、面順次方式による擬似的な白色光及びＮＢＩによる観察が可能で
ある。
【００６０】
　ＮＢＩでは、病変部の血管構造を観察するため、撮像部位を拡大表示して表示装置６に
表示させることが多い。そのため、変形例３に係る内視鏡システム１では、制御部５ｃか
ら画像処理部５ｅに出力する制御信号を変更することにより、面順次方式で観察している
場合には、画像処理部５ｅで中域周波数の成分を増幅するような構造強調を行い、ＮＢＩ
で観察している場合には、画像処理部５ｅで高周波の成分を増幅するような構造強調を行
う。その結果、よりユーザが観察しやすい被検体画像を表示装置６に表示させることがで
きる。
【００６１】
　さらに、変形例３に係る内視鏡システム１では、面順次方式からＮＢＩに切り替える際
に、入力装置９から所定の入力を行うことにより、ユーザが任意に照明部３ｃから撮像部
位に照射する光量を設定できる機能を有する。この機能により、照明光の切り替えにより
、被検体画像が観察しづらくなることを防止することができる。
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【００６２】
　このように、内視鏡システム１では、撮像部位のみならず、照明光の種類に応じて、制
御部５ｃにおける制御に用いるパラメータを変更してもよい。
【００６３】
　なお、上述した実施の形態では、部位特定部５ｂは、挿入長及び被検体情報等から撮像
部位を特定したが、本発明はこれに限られない。例えば、医師等のユーザが表示装置６に
ライブ表示された被検体画像から撮像部位を判断し、入力装置９から撮像部位に関する情
報を入力する構成とすることができる。この場合、部位特定部５ｂは、ユーザの入力に従
って撮像部位を特定する。
【００６４】
　また、挿入長を観測する方法は、上述した構成に限られない。例えば内視鏡３は挿入部
分の長手方向に沿って所定の間隔毎に取り付けられた発信器を有し、マーカ８は発信器が
通過した回数を計測する。さらに、マーカ８は計測した回数を観測装置７に送信し、その
回数を用いて観測装置７の挿入長観測部７ａが挿入長を算出する構成であってよい。
【００６５】
　また、上述した実施の形態では、経口的に挿入する内視鏡について説明したが、本発明
は経肛門的に挿入する内視鏡に適用することも可能である。この場合、大腸は体内で屈曲
しているため、部位特定部５ｂは、挿入形状観測部７ｂで観測した挿入形状を用いて撮像
部位を特定することが好ましい。このように、部位特定部５ｂは、挿入長及び被検体情報
に限られず、様々な情報に基づいて撮像部位を特定する構成であってよい。
【００６６】
　また、撮像部位の動きの特性以外の撮像部位の特性に応じて、画像処理部５ｅにおける
画像処理に用いるパラメータを変更する構成であってもよい。例えば、撮像部位の色調に
応じて、階調変換処理、色変換処理、輪郭強調処理、ノイズリダクション等の画像処理に
用いるパラメータを変更することにより、より観察しやすい内視鏡システムを実現するこ
とができる。
【００６７】
　また、内視鏡３の撮像部３ｂ及び照明部３ｃを含んで構成される内視鏡３の種類に応じ
て、処理装置５における制御に用いるパラメータを変更する構成であってもよい。内視鏡
３の種類によって、観察する対象や観察方法が異なるため、例えば内視鏡３の型番等に応
じて、処理装置５における制御に用いるパラメータを変更することが好ましい。
【００６８】
　さらなる効果や変形例は、当業者によって容易に導き出すことができる。よって、本発
明のより広範な態様は、以上のように表わしかつ記述した特定の詳細及び代表的な実施形
態に限定されるものではない。従って、添付のクレーム及びその均等物によって定義され
る総括的な発明の概念の精神又は範囲から逸脱することなく、様々な変更が可能である。
【符号の説明】
【００６９】
　１　内視鏡システム
　２　被検体
　３　内視鏡
　３ａ　操作部
　３ｂ　撮像部
　３ｃ　照明部
　４　光源装置
　４ａ　光源部
　４ｂ　光源制御部
　５、５Ａ　処理装置
　５ａ　通信部
　５ｂ　部位特定部
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　５ｃ　制御部
　５ｄ　記録部
　５ｄａ　バッファ
　５ｅ　画像処理部
　５ｅａ　画像選択部
　５ｅｂ　後処理部
　６　表示装置
　７　観測装置
　７ａ　挿入長観測部
　７ｂ　挿入形状観測部
　８　マーカ
　９　入力装置
　１０　参照画像設定部
　１１　画像判定部
　Ｏ１、Ｏ２　出力

【図１】 【図２】
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